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千歳市市民生活安定審議会について 
 

 

 消費者の利益の擁護及び増進と、市民生活の安定を目的に、昭和 52 年４月「千歳 

消費生活安定条例」を制定し、円滑な消費者行政を推進するため、市長の附属機関と 

して千歳市市民生活安定審議会を設置している。 

 

 １ 所掌事項 

 (１) 消費者の保護及び物価の安定対策について意見を述べること。 

   (２) 市長が策定する消費生活行政に関する基本的な施策について意見を述べる

こと。 

   (３) 千歳市消費生活安定条例第 14 条に規定する事項について意見を述べるこ

と。 

   (４) その他消費生活行政に関する重要事項を調査、審議すること。 

 

 ２ 委員の構成 

   (１) 学識経験を有する者 

   (２) 生産者を代表する者 

   (３) 事業者を代表する者 

   (４) 消費者を代表する者 

 

 ３ 根拠条例等・・・・・別紙のとおり 

   「千歳市消費生活安定条例」 

   「千歳市消費生活安定条例施行規則」 
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千歳市の消費者行政の基本施策 
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 広報・新聞・ＨＰによる情報提供 

 各種資料の作成・配布 

 消費生活センターの開設 

 消費者月間行事の実施 

 消費者セミナー、消費生活 

 出前講座の開催 

 消費者まつりの開催 

 

 千歳消費者協会運営費補助 

各種事業に対する共催及び後援 

 計量器検査の実施 

 商品試買量目調査の実施・ 
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生活必需物資の価格調査 
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 調査結果の公表 
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消費者苦情・相談の処理 
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１ 消費生活行政の取組について 

 

 

【令和６年度事業報告】 

 

（１） 消費生活に関わる情報の収集・提供 

 ① 広報・新聞・ＨＰによる情報提供 

  ア 広報ちとせ【くらしのアドバイス】 

 （令和６年 ５月号）消火器の電話勧誘 

（令和６年 ７月号）SNS(ｿｰｼｬﾙﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ)に関わるトラブル 

（令和６年 ９月号）損害保険の申請は 直接 保険会社へ！ 

（令和６年１１月号）LINE のトークを悪用した詐欺急増！ 

（令和７年 １月号）そのメール、フィッシング詐欺！ 

（令和７年 ３月号）通販の「定期縛りなし」に注意！ 

 

  イ 広報ちとせ（令和７年３月号号外）【千歳市消費生活センター案内】 

「光回線の勧誘に注意！～その契約、本当に安くなる！？」 

 

  ウ 千歳市消費生活センターweb サイト【ちとせの暮らし】 

      ・物価情報（毎月）の掲載 ※詳細は（６）① 

      ・注意喚起 

      ・過去の相談事例 

 

エ 市のホームページによる情報提供 

トップ＞市民向け＞生活・環境＞消費生活 

      ・物価情報 

      ・千歳市市民生活安定審議会 

      ・消費生活ホームページ「ちとせの暮らし」 

      ・18 歳から大人～2022 年４月から成年年齢が引き下げられます 

  ・気づいて！高齢者の消費者被害・トラブル 

 

② 各種資料の配布 

   ・国民生活センターや北海道くらし安全課から送付される様々な啓発資料を、相談

対応や啓発活動の際などの機会を活用して配布。 

 

 

（２） 消費者苦情・相談の処理 

① 消費生活センターの開設 

 相 談 員  ２名（消費生活専門相談員１名、消費生活相談員１名） 

 受付方法  来室・電話・文書 
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 場  所  市役所第２庁舎２階 市民生活課内 

 受付日時  毎週 月～金曜日（祝日及び振替休日、年末年始は休室）  

          ９：００～１７：００ 

    受付件数  ５９５件（苦情５２６件、問合せ６９件、要望０件） 

          注） 令和７年３月３１日現在 前年比２８件減 

    相談内容  別添 資料１のとおり 

 

 

（３） 消費者教育・啓発の普及促進 

① 消費者月間行事の実施 

   【消費者月間パネル展】 

期  間  令和６年５月 21 日～５月 30 日 

会  場  千歳市役所 市民ホール 

内  容  消費生活関連の啓発パネル、消費者協会作成パネル展示、 

パンフレットの配置。 

 

     注）消費者月間とは・・ 

 

 

 

 

 ② 消費者セミナー、消費生活出前講座の開催 

   令和６年度：実績なし 

 

 ③ 消費者まつりの開催 

  【ちとせ消費者まつり 2024】   

 テ ー マ  「SDGs はじめてますか～未来のために～」 
期  間  令和６年９月 28 日 

会  場  北ガス文化ホール（千歳市民文化センター） 

 来場者数  645 名（※令和５年度 890 名） 

 出 展 者  29 社・団体 

 協 賛 者   10 社・団体 

 内  容  企業・団体の体験展示ブース、協賛品の配布、野菜や手作りスイ 

       ーツの販売 

 

 

（４） 消費者団体の育成・指導 

 ① 千歳消費者協会運営費補助 

  市民に対する消費生活についての正しい知識の普及活動の推進並びに協会の育成及

び自主運営の促進を図るため、千歳消費者協会に市から補助金を交付している。 

   【千歳消費者協会の概要】（令和７年４月 26 日現在） 

    昭和 43 年７月 17 日設立 （事務局 千歳市東雲会館１階）  

    会長 秦 由基  会員数 79（個人 68 名・賛助会員 11 団体） 

 

 昭和 53 年、当時の内閣府国民生活局（現在の消費者庁）が消費者保護基本法制定 10 周年 
を記念し同法公布施行日の５月 30 日を「消費者の日」と定め、20 周年目の昭和 63 年には 
５月を「消費者月間」とした。 
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   【活 動】 

・「協会だより」の発行：年６回 

・割り箸回収量 ：300.5 ㎏ （令和７年３月 31 日現在） 

・廃食用油回収量：2,385 ℓ （令和７年３月 31 日現在） 

 ※廃油回収は㈱アレフと共同実施であったが、㈱アレフは和７年３月末をも

って廃油回収事業を終了。 

令和７年４月以降は HAP 関連会社の㈱レボインターナショナルが回収している。 

・各種調査活動：試買量目調査・燃料価格調査 

・消 費 者 相 談：５ 件 

 ② 各種事業に対する共催及び後援 

    消費者月間行事、ちとせ消費者まつり 2024 の共催 

 

（５） 計量の適正化の推進 

 ① 商品の試買量目調査の実施・是正依頼（千歳消費者協会） 

   【試買量目調査】 

    実 施 日  令和６年 11 月８日 

    調査品目  ６品目  

（ 豚 肉 、 鶏 肉 、 刺 し 身 、 魚 切 り 身 、 根 菜 類 、 惣 菜 ） 

    調 査 員  千歳消費者協会  

          指導：一般社団法人北海道計量協会 

    調査店舗  ８店舗 

    調査件数  47 件（不足０件、適正率 100％） 

    成  績  別添 資料２のとおり。 

   結  果  過不足率の幅の小さい、良好な結果であった。 

 

② 計量器検査の実施 

  計量法第 19 条第１項の規定により、２年に１度、北海道知事が実施する定期検査を

受けることが義務づけられている。継続して取引・証明に使用するはかりについて検

査を実施し、合格したはかりには「定期検査済証印」を付している。 

  ア 事前調査 

     令和６年特定計量器定期検査対象大型はかり使用者の調査について 

     報告日 令和６年１月 22 日 注）前年度に実施し、翌年の日程の参考とする。 

  イ 検査（小型はかり） 

     実施日  令和６年８月 19～23 日 

     場 所  北新コミュニティセンター 

     検査員  北海道計量検定所 

  ウ 検査（大型はかり） 

     実施日  令和６年 10 月３日 

     場 所  各事業所（４事業所が対象） 

     検査員  北海道計量協会 
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（６） 物価及び生活関連物資の需給状況の調査 

 ① 生活必需物資の価格調査の実施と調査結果の公表 

  千歳市消費生活安定条例に基づき「千歳市消費生活モニター」を設置しており、モ

ニターによる毎月の物価調査及び情報提供などによって実態の把握に努め、調査結果

を千歳市消費生活センターweb サイト【ちとせの暮らし】で公表している。 

     

・ 調査内容  生鮮必需物資及び家庭用燃料の価格調査 

     ～ 市消費生活モニターによる食品等物価調査及び燃料価格調査 

     ～ 千歳消費者協会による燃料価格調査 

       調査結果は別添資料３のとおり。（※Ｒ６年４月～Ｒ７年３月） 

・ モ ニ タ ー 数  10 名 

・ 調 査 日  毎月５日前後 

・ 調査品目  46 品目 

・ 調査店舗  食料品店 10 店舗 

（シティマート自由ヶ丘の閉店のため、10 月以降は９店舗） 

家庭燃料 28 店舗（モニター15、消費者協会 13） 

・ 調査結果    新聞各社に掲載依頼、調査店舗に報告 

 

（７） その他消費生活に関すること 

 ① 北海道都市消費生活行政連絡協議会などの会議出席 

第 60 回北海道都市消費生活行政連絡協議会 

    開 催 日 時  令和６年 11 月７日（木） 

    会 場  美唄市民会館 

    出 席  市民生活係 林係長 

 

２ 消費生活行政の推進状況について 

 

【令和７年度事業推進状況】 

 

（１） 消費者教育・啓発の普及促進 

① 消費者月間行事の実施 

  ・消費者月間パネル展 

期  間  令和７年５月７日～５月 13 日 

会  場  千歳市役所本庁舎 1階・市民ホール 

内  容  今年度の消費者月間のテーマ「明日の地球を救うため、消費者に

できること グリーン志向消費 ～どのグリーンにする？～」に沿っ

たもの、また、実際に千歳消費生活センターに寄せられる相談の中

から多い内容を取り上げ、パネルにして展示。千歳消費者協会作成

のパネルも同時に展示。啓発パンフレットの設置。 
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② 「ちとせ消費者まつり 2025」の開催 

    日  時  令和７年 10 月 18 日（土） 

    会  場  北ガス文化ホール（千歳市民文化センター） 

    テーマ（案） 「ぼくとわたしのかしこい消費～グリーン消費で明るい未来～」  

    主  催  千歳市、千歳消費者協会 

 

 

 


